
第４ 租税特別措置法関係通達（連結納税編）関係

平成１５年２月２８日付課法２―５ほか１課共同「租税特別措置法関係通達（連結納税編）の制定について」（法令解釈通達）のうち次の「改正前」

欄に掲げるものをそれぞれ「改正後」欄のように改める。

一 目 次

改 正 後

第１章 共通規定

第６８条の３～第６８条の３の２�共通事項�関係

第２章 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例

第６８条の９�試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除�関係

第６８条の１０～第６８条の３６�共通事項�関係

第６８条の１０�エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却

又は法人税額の特別控除�関係

第６８条の１１�中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税

額の特別控除�関係

第６８条の１２�事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の

特別控除�関係

第６８条の１３�沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税

額の特別控除�関係

第６８条の１４�沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の

特別償却又は法人税額の特別控除�関係

改 正 前

第１章 共通規定

第６８条の３～第６８条の３の２�共通事項�関係

第２章 連結法人の特別税額控除及び減価償却の特例

第６８条の９�試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除�関係

第６８条の１０～第６８条の３６�共通事項�関係

第６８条の１０�エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却

又は法人税額の特別控除�関係

第６８条の１１�事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の

特別控除�関係

第６８条の１２�事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別

控除�関係

第６８条の１３�沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税

額の特別控除�関係

第６８条の１４�沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の

特別償却又は法人税額の特別控除�関係

第６８条の１５�中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税

額の特別控除�関係
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―



第６８条の１５�情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特

別控除�関係

第６８条の１６�特定設備等の特別償却�関係

第１款 共通事項

第２款 公害防止設備

第３款 海洋運輸業等

第４款 航空機

第６８条の１７�関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研

究施設の特別償却�関係

第６８条の１８�特定中核的民間施設等の特別償却�関係

第６８条の１９�地震防災対策用資産の特別償却�関係

第６８条の２０�特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別

償却�関係

第６８条の２０の２�開発研究用設備の特別償却�関係

第６８条の２１�事業革新設備の特別償却�関係

第６８条の２２�特定余暇利用施設の特別償却�関係

第６８条の２３�特定電気通信設備等の特別償却�関係

第６８条の２４�商業施設等の特別償却�関係

第６８条の２４の２�製造過程管理高度化設備等の特別償却�関係

第６８条の２５�再商品化設備等の特別償却�関係

第６８条の２６�特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却�関係

第６８条の２７�特定地域における工業用機械等の特別償却�関係

第６８条の２９�医療用機器等の特別償却�関係

第６８条の３０�経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の

割増償却�関係

第１款 収入金額基準及び資産価額基準

第６８条の１６�特定設備等の特別償却�関係

第１款 共通事項

第２款 公害防止設備

第３款 海洋運輸業等

第４款 航空機

第６８条の１７�関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研

究施設の特別償却�関係

第６８条の１８�特定中核的民間施設等の特別償却�関係

第６８条の１９�地震防災対策用資産の特別償却�関係

第６８条の２０�特定高度技術産業集積地域における高度技術産業用設備の特別

償却�関係

第６８条の２１�事業革新設備等の特別償却�関係

第６８条の２２�特定余暇利用施設の特別償却�関係

第６８条の２３�特定電気通信設備等の特別償却�関係

第６８条の２４�商業施設等の特別償却�関係

第６８条の２５�再商品化設備等の特別償却�関係

第６８条の２６�特定集積地区における輸入関連事業用資産の特別償却�関係

第６８条の２７�特定地域における工業用機械等の特別償却�関係

第６８条の２８�中小連結法人の機械の特別償却�関係

第６８条の２９�医療用機器等の特別償却�関係

第６８条の３０�経営基盤強化計画を実施する特定組合等の構成員等の機械等の

割増償却�関係

第１款 収入金額基準及び資産価額基準
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改 正 後

第２款 対象となる資産の範囲等

第６８条の３１�障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等�関係

第６８条の３２�農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却�関係

第６８条の３３�漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却�関係

第６８条の３４�優良賃貸住宅等の割増償却等�関係

第６８条の３５�特定再開発建築物等の割増償却�関係

第６８条の３６�倉庫用建物等の割増償却�関係

第６８条の３８�植林費の損金算入の特例�関係

第６８条の３９�鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却�関係

第６８条の４１�準備金方式による特別償却�関係

第３章 連結法人の準備金等

第６８条の４３～第６８条の５８�共通事項�関係

第６８条の４３�海外投資等損失準備金�関係

第６８条の４４�金属鉱業等鉱害防止準備金�関係

第６８条の４５�特定災害防止準備金�関係

第６８条の４７�特定都市鉄道整備準備金�関係

第６８条の４８�新幹線鉄道大規模改修準備金�関係

第６８条の４９�ガス熱量変更準備金�関係

第６８条の５０�電子計算機買戻損失準備金�関係

第６８条の５２�日本国際博覧会出展準備金�関係

第６８条の５３�使用済核燃料再処理準備金�関係

第６８条の５４�原子力発電施設解体準備金�関係

改 正 前

第２款 対象となる資産の範囲等

第６８条の３１�障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等�関係

第６８条の３２�農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却�関係

第６８条の３３�漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却�関係

第６８条の３４�優良賃貸住宅等の割増償却�関係

第６８条の３５�特定再開発建築物等の割増償却�関係

第６８条の３６�倉庫用建物等の割増償却�関係

第６８条の３７�鉱業用坑道等の特別償却�関係

第６８条の３８�植林費の損金算入の特例�関係

第６８条の３９�鉱工業技術研究組合等に対する支出金の特別償却�関係

第６８条の４１�準備金方式による特別償却�関係

第３章 連結法人の準備金等

第６８条の４３～第６８条の５８�共通事項�関係

第６８条の４３�海外投資等損失準備金�関係

第６８条の４４�金属鉱業等鉱害防止準備金�関係

第６８条の４５�特定災害防止準備金�関係

第６８条の４７�特定都市鉄道整備準備金�関係

第６８条の４８�新幹線鉄道大規模改修準備金�関係

第６８条の４９�ガス熱量変更準備金�関係

第６８条の５０�電子計算機買戻損失準備金�関係

第６８条の５１�プログラム等準備金�関係

第６８条の５２�日本国際博覧会出展準備金�関係

第６８条の５３�使用済核燃料再処理準備金�関係

第６８条の５４�原子力発電施設解体準備金�関係
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第６８条の５５�保険会社等の異常危険準備金�関係

第６８条の５６�原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金�関係

第６８条の５７�関西国際空港整備準備金又は中部国際空港整備準備金�関係

第６８条の５８�特別修繕準備金�関係

第６８条の５９�中小連結法人等の貸倒引当金の特例�関係

第４章 削 除

第５章 連結法人の鉱業所得の課税の特例

第６８条の６１�探鉱準備金又は海外探鉱準備金�関係

第６章 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例

第６８条の６３�沖縄の認定法人の連結所得の特別控除�関係

第７章 連結法人である農業生産法人の課税の特例

第６８条の６４�農用地利用集積準備金�関係

第６８条の６５�農用地等を取得した場合の課税の特例�関係

第８章 連結法人の交際費等の課税の特例

第６８条の６６�交際費等の損金不算入�関係

第１款 交際費等の範囲

第２款 損金不算入額の計算

第９章 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率

第６８条の６８�土地の譲渡等がある場合の特別税率�関係

第１款 課税対象の範囲等

第６８条の５５�保険会社等の異常危険準備金�関係

第６８条の５６�原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金�関係

第６８条の５７�関西国際空港整備準備金又は中部国際空港整備準備金�関係

第６８条の５８�特別修繕準備金�関係

第６８条の５９�中小連結法人等の貸倒引当金の特例�関係

第４章 連結法人の技術等海外取引に係る課税の特例

第６８条の６０�技術等海外取引に係る連結所得の特別控除�関係

第５章 連結法人の鉱業所得の課税の特例

第６８条の６１�探鉱準備金又は海外探鉱準備金�関係

第６章 連結法人である沖縄の認定法人の課税の特例

第６８条の６３�沖縄の認定法人の連結所得の特別控除�関係

第７章 連結法人である農業生産法人の課税の特例

第６８条の６４�農用地利用集積準備金�関係

第６８条の６５�農用地等を取得した場合の課税の特例�関係

第８章 連結法人の交際費等の課税の特例

第６８条の６６�交際費等の損金不算入�関係

第１款 交際費等の範囲

第２款 損金不算入額の計算

第９章 連結法人の土地の譲渡等がある場合の特別税率

第６８条の６８�土地の譲渡等がある場合の特別税率�関係

第１款 課税対象の範囲等
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改 正 後

第２款 収益の額

第３款 原価の額

第４款 直接又は間接に要した経費の額等

第５款 適用除外関係

第６款 その他

第６８条の６９�短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率�関係

第１款 課税対象の範囲等

第２款 収益の額

第３款 原価の額

第４款 直接又は間接に要した経費の額等

第５款 適用除外関係

第６款 その他

第１０章 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

第６８条の７０～第６８条の８５�共通事項�関係

第６８条の７０～第６８条の７３�収用等の場合の課税の特例�関係

第１款 収用等の範囲

第２款 補償金の範囲等

第３款 圧縮記帳等の計算

第４款 収用証明書等

第６８条の７３�収用換地等の場合の連結所得の特別控除�関係

第６８条の７４�特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結

所得の特別控除�関係

第６８条の７５�特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所

得の特別控除�関係

改 正 前

第２款 収益の額

第３款 原価の額

第４款 直接又は間接に要した経費の額等

第５款 適用除外関係

第６款 その他

第６８条の６９�短期所有に係る土地の譲渡等がある場合の特別税率�関係

第１款 課税対象の範囲等

第２款 収益の額

第３款 原価の額

第４款 直接又は間接に要した経費の額等

第５款 適用除外関係

第６款 その他

第１０章 連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例

第６８条の７０～第６８条の８５�共通事項�関係

第６８条の７０～第６８条の７３�収用等の場合の課税の特例�関係

第１款 収用等の範囲

第２款 補償金の範囲等

第３款 圧縮記帳等の計算

第４款 収用証明書等

第６８条の７３�収用換地等の場合の連結所得の特別控除�関係

第６８条の７４�特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の連結

所得の特別控除�関係

第６８条の７５�特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の連結所

得の特別控除�関係
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―



第６８条の７６�農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の

特別控除�関係

第６８条の７７�資産の譲渡に係る特別控除額の特例�関係

第６８条の７８～第６８条の８０�特定の資産の買換えの場合等の課税の特例�関係

第１款 対象資産の範囲等

第２款 事業の用に供したことの意義等

第３款 圧縮限度額の計算等

第４款 特別勘定

第５款 その他

第６８条の８２及び第６８条の８３�大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある

土地等の造成のための交換等の場合等の課税の特

例�関係

第６８条の８４及び第６８条の８５�認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内に

ある土地等の交換等の場合等の課税の特例�関係

第１１章 連結法人の現物出資の場合の課税の特例

第６８条の８６�共同で現物出資をした場合の課税の特例�関係

第１２章 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例

第６８条の８８�連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例�関係

第１款 特殊の関係

第２款 比較対象取引

第３款 独立企業間価格の算定

第４款 利益分割法の適用

第５款 棚卸資産の売買以外の取引における独立企業間価格算定方法の適

用

第６款 申告調整等

第６８条の７６�農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の連結所得の

特別控除�関係

第６８条の７７�資産の譲渡に係る特別控除額の特例�関係

第６８条の７８～第６８条の８０�特定の資産の買換えの場合等の課税の特例�関係

第１款 対象資産の範囲等

第２款 事業の用に供したことの意義等

第３款 圧縮限度額の計算等

第４款 特別勘定

第５款 その他

第６８条の８２�大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成の

ための交換等の場合の課税の特例�関係

第６８条の８４及び第６８条の８５�認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内に

ある土地等の交換等の場合等の課税の特例�関係

第１１章 連結法人の現物出資の場合の課税の特例

第６８条の８６�共同で現物出資をした場合の課税の特例�関係

第１２章 連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例

第６８条の８８�連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例�関係

第１款 特殊の関係

第２款 比較対象取引

第３款 独立企業間価格の算定

第４款 利益分割法の適用

第５款 棚卸資産の売買以外の取引における独立企業間価格算定方法の適

用

第６款 申告調整等

１９１
―

―



改 正 後

第７款 国外移転所得金額の取扱い等

第１３章 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例

第６８条の８９�連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例�関

係

第１４章 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

第６８条の９０～第６８条の９３�連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の

特例�関係

第１５章 連結法人のその他の特例

第６８条の９４�鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例�関係

第６８条の９５�特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例�関係

第６８条の９９�社会保険診療報酬の所得計算の特例�関係

第６８条の１０２�転廃業助成金等に係る課税の特例�関係

第６８条の１０３�特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算

入等の特例�関係

第６８条の１０３の２�中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算

入の特例�関係

第６８条の１０４及び第６８条の１０５�株式交換又は株式移転に係る課税の特例�関

係

第６８条の１０８�特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例�関係

第６８条の１０９�連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率

の不適用�関係

改 正 前

第７款 国外移転所得金額の取扱い等

第１３章 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例

第６８条の８９�連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子の課税の特例�関

係

第１４章 連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例

第６８条の９０～第６８条の９３�連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の

特例�関係

第１５章 連結法人のその他の特例

第６８条の９４�鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例�関係

第６８条の９５�特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例�関係

第６８条の９９�社会保険診療報酬の所得計算の特例�関係

第６８条の１０２�転廃業助成金等に係る課税の特例�関係

第６８条の１０３�特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算

入等の特例�関係

第６８条の１０４及び第６８条の１０５�株式交換又は株式移転に係る課税の特例�関

係

第６８条の１０８�特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例�関係

第６８条の１０９�連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率

の不適用等�関係

１９２
―

―



二 第６８条の９試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除�関係

改 正 後

（試験研究費に含まれる人件費）

６８の９―１ 措置法第６８条の９第１２項第１号…………………

（試験研究費の範囲が改正された場合の取扱い）

６８の９―４ …………………措置法第６８条の９第１２項第２号…………………措

置法令第３９条の３９第１３項…………………

（他の者から支払を受ける金額の範囲）

６８の９―５ ……………………………

	１ ……………………………

	２ 独立行政法人科学技術振興機構…………………同機構…………………

	３ ……………………………

	注１ ……………………………

２ ……………………………

（試験研究費の額の統一的計算）

６８の９―６ ……………………………

	注 措置法令第３９条の３９第１項（同条第５項において準用する場合を含む。）

に規定する「特別償却実施額」は、措置法第６８条の９第４項又は第８項の

規定の適用があるかどうかの判定においてこれらの項に規定する「試験研

究費の額」から控除するのであるが、例えば、同条第２項の規定の適用を

受ける試験研究費の額から控除する必要はないことに留意する。

（分割型分割が行われた場合の比較試験研究費の額）

改 正 前

（試験研究費に含まれる人件費）

６８の９―１ 措置法第６８条の９第３項第１号…………………

（試験研究費の範囲が改正された場合の取扱い）

６８の９―４ …………………措置法第６８条の９第３項第２号…………………措

置法令第３９条の３９第４項…………………

（他の者から支払を受ける金額の範囲）

６８の９―５ ……………………………

	１ ……………………………

	２ 科学技術振興事業団…………………同事業団…………………

	３ ……………………………

	注１ ……………………………

２ ……………………………

（試験研究費の額の統一的計算）

６８の９―６ ……………………………

（分割型分割が行われた場合の比較試験研究費の額）

１９３
―

―



改 正 後

６８の９―８ ……………………………

…………………措置法第６８条の９第１２項第２号…………………

……………………………

（加入法人・離脱法人が存在する場合の基準試験研究費の額）

６８の９―９ 措置法第６８条の９第１２項第３号…………………

（中小連結親法人であるかどうかの判定の時期）

６８の９―１０ …………………措置法第６８条の９第７項…………………

	注 措置法第６８条の９第８項の規定の適用を受ける連結親法人であるかどう

かの判定は、同項に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過額の生じ

た連結事業年度終了の時において中小連結親法人に該当するかどうかによ

るのであるから、同項の規定の適用を受ける連結事業年度終了の時におい

ても中小連結親法人に該当する必要はないことに留意する。

（従業員数基準の適用）

６８の９―１１ 措置法令第３９条の３９第２７項…………………

（常時使用する従業員の範囲）

６８の９―１２ 措置法令第３９条の３９第２７項…………………

（連結繰越税額控除限度超過額を有する場合等の重複適用）

６８の９―１２の２ 措置法第６８条の９第７項の規定の適用に当たって、例えば、

その適用を受けようとする連結事業年度において同条第４項に規定する連結

繰越税額控除限度超過額がある場合であっても、同一の連結事業年度におい

改 正 前

６８の９―８ ……………………………

…………………措置法第６８条の９第３項第２号…………………

……………………………

（加入法人・離脱法人が存在する場合の基準試験研究費の額）

６８の９―９ 措置法第６８条の９第３項第３号…………………

（中小連結親法人であるかどうかの判定の時期）

６８の９―１０ …………………措置法第６８条の９第２項…………………

（従業員数基準の適用）

６８の９―１１ 措置法令第３９条の３９第８項…………………

（常時使用する従業員の範囲）

６８の９―１２ 措置法令第３９条の３９第８項…………………

（新 設）

１９４
―

―



三 第６８条の１０～第６８条の３６共通事項�関係

て同項を重複して適用することはできず、いずれかの規定の適用に限られる

ことに留意する。

同条第８項の規定の適用に当たっての同条第２項の規定の適用についても、

同様とする。

（申告に係るその控除を受けるべき金額）

６８の９―１３ 措置法第６８条の９第１４項及び第１５項…………………

（移転試験研究費の額等の区分に係る合理的な方法）

６８の９―１４ 移転事業（措置法令第３９条の３９第３２項…………………

措置法令第３９条の３９第２１項に規定する売上金額についても、同様とする。

	注 ……………………………

（移転試験研究費の額等の区分に係る合理的な方法に関する書類の提出）

６８の９―１５ ……………………………

…………………措置法令第３９条の３９第３２項…………………

措置法令第３９条の３９第２１項に規定する売上金額についても、同様とする。

（試験研究費の個別増加額）

６８の９―１６ 措置法令第３９条の３９第３５項第１号イ…………………

改 正 後

（特定設備等の特別償却の計算）

６８の１０～６８の３６（共）―１ 措置法第６８条の１０第１項、第６８条の１１第１項、第６８

条の１２第１項、第６８条の１４第１項、第６８条の１５第１項から第３項まで、第６８

（申告に係るその控除を受けるべき金額）

６８の９―１３ 措置法第６８条の９第５項…………………

（移転試験研究費の額の区分に係る合理的な方法）

６８の９―１４ 移転事業（措置法令第３９条の３９第１１項…………………

	注 ……………………………

（移転試験研究費の額の区分に係る合理的な方法に関する書類の提出）

６８の９―１５ ……………………………

…………………措置法令第３９条の３９第１１項…………………

（試験研究費の個別増加額）

６８の９―１６ 措置法令第３９条の３９第１４項第１号イ…………………

改 正 前

（特定設備等の特別償却の計算）

６８の１０～６８の３６（共）―１ 措置法第６８条の１０第１項、第６８条の１１第１項、第６８

条の１２第１項、第６８条の１４第１項、第６８条の１５第１項、第６８条の１６から第６８

１９５
―

―



改 正 後

条の１６から第６８条の２７まで、第６８条の２９及び第６８条の３１から第６８条の３６まで

…………………

（特別償却等の適用を受けたものの意義）

６８の１０～６８の３６（共）―２ ……………………………

…………………措置法第６８条の１０第１項、第６８条の１１第１項、第６８条の１２第

１項、第６８条の１４第１項、第６８条の１５第１項、第６８条の１６から第６８条の２０ま

で、第６８条の２０の２第１項、第６８条の２１から第６８条の２７まで及び第６８条の２９

から第６８条の３６までの規定（同法第４２条の５第１項、第４２条の６第１項、第

４２条の７第１項、第４２条の１０第１項、第４２条の１１第１項、第４３条から第４４条

の２まで、第４４条の３第１項及び第４４条の４から第４８条まで…………………

…………

（常時使用する従業員の範囲）

６８の１０～６８の３６（共）―３ 中小企業経営革新支援法第２条第１項第１号から第

３号まで…………………

（適格合併等があった場合の特別償却等の適用）

６８の１０～６８の３６（共）―４ 措置法第６８条の１０から第６８条の２７まで、第６８条の２９

及び第６８条の３４から第６８条の３６まで…………………

	注１ …………………措置法第６８条の１１第１項…………………

	１ ……………………………

	２ ……………………………

改 正 前

条の２９まで及び第６８条の３１から第６８条の３６まで…………………

（特別償却等の適用を受けたものの意義）

６８の１０～６８の３６（共）―２ ……………………………

…………………措置法第６８条の１０第１項、第６８条の１１第１項、第６８条の１２第

１項、第６８条の１４第１項、第６８条の１５第１項及び第６８条の１６から第６８条の３６

までの規定（同法第４２条の５第１項、第４２条の７第１項、第４２条の８第１項、

第４２条の１０第１項、第４２条の１１第１項、第４３条から第４４条の２まで、第４４条

の４から第４４条の７まで及び第４４条の９から第４８条まで…………………

（常時使用する従業員の範囲）

６８の１０～６８の３６（共）―３ 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機

会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第２条第１項第１号か

ら第３号まで、中小企業経営革新支援法第２条第１項第１号から第３号まで

…………………

（適格合併等があった場合の特別償却等の適用）

６８の１０～６８の３６（共）―４ 措置法第６８条の１０から第６８条の２９まで及び第６８条の

３４から第６８条の３６まで…………………

	注１ …………………措置法第６８条の１５第１項…………………

	１ ……………………………

	２ ……………………………

１９６
―

―



四 第６８条の１０エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除�関係

五 第６８条の１１中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除�関係

２ ……………………………

……………………………

（被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額）

６８の１０～６８の３６（共）―５ ……………………………

…………………第６８条の１５第１０項…………………

改 正 後

（解散の日を含む連結事業年度の意義）

６８の１０―９ 措置法第６８条の１０第６項…………………

（申告に係るその控除を受けるべき金額）

６８の１０―１０ 措置法第６８条の１０第８項及び第９項…………………

改 正 後

第６８条の１１中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は

法人税額の特別控除�関係

（連結事業年度の中途において中小連結法人に該当しなくなった場合等の適用）

６８の１１―１ 連結法人が各連結事業年度の中途において措置法第６８条の１１第１

項に規定する中小連結法人に該当しないこととなった場合においても、その

該当しないこととなった日前に取得若しくは製作（以下「取得等」という。）

をして同項に規定する事業として措置法第４２条の６第１項に規定する指定事

２ ……………………………

……………………………

（被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額）

６８の１０～６８の３６（共）―５ ……………………………

…………………第６８条の１５第５項…………………

改 正 前

（解散の日を含む連結事業年度の意義）

６８の１０―９ 措置法第６８条の１０第５項…………………

（申告に係るその控除を受けるべき金額）

６８の１０―１０ 措置法第６８条の１０第７項及び第８項…………………

改 正 前

（新 設）

（新 設）

１９７
―

―



改 正 後

業（以下６８の１１―１７までにおいて「指定事業」という。）の用に供した同項

に規定する特定機械装置等又は賃借をして指定事業の用に供した措置法令第

３９条の４１第６項に規定する特定機械等（指定事業の用に供した日を含む連結

事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供しているものに限る。）

については、措置法第６８条の１１第１項及び第３項の規定の適用があることに

留意する。この場合において、措置法規則第２２条の２４の２第１項に規定する

特定機械装置等に係る取得価額の合計額又は同条第２項に規定する特定機械

等に係るリース費用の総額の合計額がこれらの項に規定する金額以上である

かどうかは、その中小連結法人に該当していた期間内に取得等又は賃借をし

て指定事業の用に供していたもの（賃借に係る特定機械等については、指定

事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業

の用に供しているものに限る。）の取得価額の合計額又はリース費用の総額

の合計額によって判定するものとする。

	注 連結法人が各連結事業年度の中途において特定中小連結法人（措置法第

６８条の１１第２項に規定する「特定中小連結親法人」又は「特定中小連結子

法人」をいう。以下６８の１１―８において同じ。）に該当しないこととなっ

た場合の同項の適用についても同様とする。

（取得価額の判定単位）

６８の１１―２ 措置法令第３９条の４１第１項に規定する機械及び装置又は器具及び

備品の１台又は１基の取得価額が１６０万円以上又は１００万円以上であるかどう

かについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、

個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のよう

な附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これら

の附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。

改 正 前

（新 設）

１９８
―

―



	注 措置法規則第２２条の２４の２第１項に規定する「第２０条の２の２第１項各

号」に掲げる器具及び備品の取得価額の合計額が１００万円以上であるかど

うかについては、各連結法人が当該各号ごとに、当該各号に規定する器具

及び備品の取得価額の合計額により判定することに留意する。

（圧縮記帳をした特定機械装置等の取得価額）

６８の１１―３ 措置法令第３９条の４１第１項に規定する機械及び装置又は器具及び

備品の取得価額が１６０万円以上又は１００万円以上であるかどうかを判定する場

合において、その機械及び装置又は器具及び備品が法第８１条の３第１項の規

定により同項の個別損金額を計算する場合の法第４２条から第４９条までの規定

による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に

基づいてその判定を行うものとする。

（主たる事業でない場合の適用）

６８の１１―４ 連結法人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、当該連結

法人が主たる事業としてその事業を営んでいるかどうかを問わないことに留

意する。

（事業の判定）

６８の１１―５ 連結法人の営む事業が指定事業に該当するかどうかは、おおむね

日本標準産業分類（総務省）の分類を基準として判定する。

	注 措置法第６８条の１１第１項に規定する指定事業に該当する措置法規則第２０

条の２の２第４項第１０号に掲げる「サービス業」については、日本標準産

業分類の「大分類Ｈ情報通信業」（通信業を除く。）、「小分類６９３駐車場業」、

「中分類７２宿泊業」、「大分類Ｎ医療、福祉」、「大分類Ｏ教育、学習支援業」、

「中分類７９協同組合（他に分類されないもの）」及び「大分類Ｑサービス業

（他に分類されないもの）」（旅行業を除く。）に分類する事業が該当する。

（新 設）

（新 設）

（新 設）

１９９
―

―



改 正 後

（その他これらに類する事業に含まれないもの）

６８の１１―６ 措置法第６８条の１１第１項に規定する指定事業に該当しない措置法

規則第２０条の２の２第４項第２号かっこ書の料亭、バー、キャバレー、ナイ

トクラブに類する事業には、例えば大衆酒場及びビヤホールのように一般大

衆が日常利用する飲食店は含まないものとする。

（指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定機械装置等又は特定機

械等）

６８の１１―７ 指定事業とその他の事業とを営む連結法人が、その取得等又は賃

借をした特定機械装置等（措置法第６８条の１１第１項に規定する「特定機械装

置等」をいう。以下６８の１１―９までにおいて同じ。）又は特定機械等（措置

法令第３９条の４１第５項に規定する「特定機械等」をいう。以下同じ。）をそ

れぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を指定事業の用に

供したものとして措置法第６８条の１１の規定を適用する。

（貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与）

６８の１１―８ 措置法第６８条の１１第１項に規定する中小連結法人である連結法人

が、その取得等又は賃借をした特定機械装置等又は特定機械等を自己の下請

業者に貸与した場合において、当該特定機械装置等又は特定機械等が専ら当

該連結法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当

該特定機械装置等又は特定機械等は当該連結法人の営む事業の用に供したも

のとして取り扱う。

	注 特定中小連結法人が、その取得等をした特定機械装置等を自己の下請業

者に貸与した場合についても同様とする。

改 正 前

（新 設）

（新 設）

（新 設）

２００
―

―



（附属機器等の同時設置の意義）

６８の１１―９ 特定機械装置等に係る措置法規則第２０条の２の２第１項各号にお

いて本体と同時に設置することを条件として特定機械装置等に該当すること

となる附属の機器等には、一の計画に基づき本体を設置してから相当期間内

に設置するこれらの附属の機器等が含まれるものとする。

（特定機械装置等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算）

６８の１１―１０ 連結法人が措置法第６８条の１１第１項（同法第４２条の６第１項を含

む。）に規定する特定機械装置等を指定事業の用に供した日を含む連結事業

年度（その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。

以下６８の１１―１０において「供用年度」という。）後の連結事業年度において

当該特定機械装置等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に

さかのぼって当該値引きのあった特定機械装置等に係る措置法第６８条の１１第

２項（同法第４２条の６第２項を含む。）に規定する税額控除限度額の修正を

行うものとする。

（物品賃貸業の意義）

６８の１１―１１ 措置法第６８条の１１第３項に規定する物品賃貸業とは、不特定又は

多数の者に対し相当の対価を得て継続的に物品の賃貸を行う事業をいう。

	注 同項に規定する物品賃貸業は、法人又は個人が主たる事業としてその事

業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。

（特殊の減価償却資産の耐用年数）

６８の１１―１２ リース契約（措置法令第３９条の４１第５項第１号に規定するリース

契約をいう。以下６８の１１―１４までにおいて同じ。）に係る特定機械等が、耐

用年数省令別表第五から別表第八までに掲げる減価償却資産のいずれかに該

当するもの又は令第５７条の規定による耐用年数の短縮の承認を受けたもので

（新 設）

（新 設）

（新 設）

（新 設）

２０１
―

―



改 正 後

ある場合には、これらの別表に掲げる耐用年数又はその承認に係る年数を基

礎として当該特定機械等のリース契約が同号の要件に該当するかどうかを判

定することに留意する。

（リース費用の均等支払の判定）

６８の１１―１３ 特定機械等に係るリース契約の締結に当たってその契約の履行を

担保するための保証金等を支払うこととされている場合において、その金額

がリース契約の締結に当たって通常授受される程度のものであるときは、当

該保証金等がリース契約期間終了直前の一定期間のリース料等に充当するこ

ととされているときであっても、当該リース契約が措置法令第３９条の４１第５

項第３号の要件に該当するかどうかは、その保証金等の支払がないものとし

て判定したところによることができるものとする。

（リース費用に含まれない費用）

６８の１１―１４ 措置法令第３９条の４１第６項に規定する「政令で定める費用の総額」

には、その賃借する特定機械等に係るソフトウエアの費用（当該特定機械等

に組み込まれているいわゆる基本ソフトウエアに係るものを除く。）、リース

契約に基づく賃借料とは別に支払う当該特定機械等の引取運賃等は含まれな

いことに留意する。

（税額控除の適用を受けた連結法人の意義）

６８の１１―１５ 措置法第６８条の１１第６項に規定する「第３項の規定（……）の適

用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人」には、当該連結

事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年

度）においては同条第３項の規定（同法第４２条の６第３項の規定を含む。）

改 正 前

（新 設）

（新 設）

（新 設）

２０２
―

―



による税額控除を実施していないが、当該税額控除に関する明細書において

リース税額控除限度額の計算を行い、その金額を繰越税額控除限度超過額と

して記載している連結法人が含まれることに留意する。

（分社型分割等により移転した特定機械等のリース税額控除）

６８の１１―１６ 措置法第６８条の１１第３項の規定は、賃借をした特定機械等を指定

事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業

の用に供した場合に限り適用があるのであるから、連結法人である分割法人

等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。）が指定事業の用に

供した日を含む連結事業年度において分社型分割等（分社型分割、現物出資

又は事後設立をいう。）により当該特定機械等を移転した場合には、同項の

規定の適用はないのであるから留意する。

（合併法人等における取戻し課税の不適用）

６８の１１―１７ 連結法人である合併法人等（合併法人、分割承継法人、被現物出

資法人又は被事後設立法人をいう。以下同じ。）が合併等（合併、分割、現

物出資又は事後設立をいう。以下同じ。）により措置法第６８条の１１第３項の

規定（同法第４２条の６第３項の規定を含む。）の適用を受けた特定機械等の

移転を受けた場合において、当該合併法人等が当該特定機械等を指定事業の

用に供しなくなったときは、当該合併等に係る被合併法人等（被合併法人、

分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。）において措置法第６８条

の１１第６項の規定（同法第４２条の６第６項の規定を含む。）による取戻し課

税の適用がないときであっても、当該合併法人等については措置法第６８条の

１１第６項の規定の適用はないのであるから留意する。

	注 例えば、非適格現物出資又は非適格事後設立により当該特定機械等を移

転したことにより指定事業の用に供しなくなった場合であっても、措置法

令第３９条の４１第１０項第１号又は第５号に掲げる事実が生じたことによると

（新 設）

（新 設）

２０３
―

―



六 第６８条の１２事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除�関係

改 正 後

きは、取戻し課税の適用がないことに留意する。

（解散の日を含む連結事業年度の意義）

６８の１１―１８ 措置法第６８条の１１第８項の規定により同条第１項から第４項まで

及び第６項の規定の適用がない連結法人は、これらの規定を適用しようとす

る連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結親法人及び合併

以外の事由により連結事業年度終了の日に解散した連結子法人に限られるこ

とに留意する。したがって、連結子法人の解散（合併による解散を除く。）

の日を含む連結事業年度においては当該連結子法人以外の連結法人は、これ

らの規定の適用を受けることができる。

（申告に係るその控除を受けるべき金額）

６８の１１―１９ 措置法第６８条の１１第１０項及び第１１項に規定する「当該申告に係る

その控除を受けるべき金額」の意義については、６８の９―１３の取扱いを準用

する。

改 正 後

第６８条の１２事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人

税額の特別控除�関係

（連結事業年度の中途において特定中小連結法人等に該当しなくなった場合等

の適用）

６８の１２―１ …………………措置法第６８条の１２第１項…………………措置法令

改 正 前

（新 設）

（新 設）

改 正 前

第６８条の１１事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人

税額の特別控除�関係

（連結事業年度の中途において特定中小連結法人等に該当しなくなった場合等

の適用）

６８の１１―１ …………………措置法第６８条の１１第１項…………………措置法令

２０４
―

―



第３９条の４２第１項又は第１５項…………………措置法第６８条の１２第１項及び第

３項…………………

	注 …………………措置法第６８条の１２第２項…………………

（取得価額の判定単位）

６８の１２―２ 措置法令第３９条の４２第１項…………………

	注 ……………………………

（圧縮記帳をした事業基盤強化設備の取得価額）

６８の１２―３ 措置法令第３９条の４２第１項…………………

（連結事業年度の中途において大規模連結法人に該当しなくなった場合の適用）

６８の１２―４ …………………措置法第６８条の１２第１項第３号に規定する大規模

連結法人…………………同号…………………

	注 …………………同項第３号…………………同条第１項第３号……………

……取得価額の３５％相当額又はリース費用の総額の６０％相当額の３５％相当

額…………………措置法令第３９条の４２第１項又は第１５項…………………

（主たる事業でない場合の適用）

６８の１２―５ …………………措置法第６８条の１２第１項第２号又は第３号………

…………

（事業の判定）

６８の１２―６ ……………………………

第３９条の４１第１項又は第１５項…………………措置法第６８条の１１第１項及び第

３項…………………

	注 …………………措置法第６８条の１１第２項…………………

（取得価額の判定単位）

６８の１１―２ 措置法令第３９条の４１第１項…………………

	注 ……………………………

（圧縮記帳をした事業基盤強化設備の取得価額）

６８の１１―３ 措置法令第３９条の４１第１項…………………

（連結事業年度の中途において大規模連結法人に該当しなくなった場合の適用）

６８の１１―４ …………………措置法第６８条の１１第１項に規定する大規模な連結

法人…………………同項第３号又は第４号…………………

	注 …………………同項第３号又は第４号…………………同条第１項第３号

又は第４号…………………取得価額の５０％相当額（同条第１項第４号に係

るものについては３５％相当額）又はリース費用の総額の６０％相当額の５０％

（同条第１項第４号に係るものについては３５％）相当額…………………措

置法令第３９条の４１第１項又は第１５項…………………

（主たる事業でない場合の適用）

６８の１１―５ …………………措置法第６８条の１１第１項第２号から第４号まで…

………………

（事業の判定）

６８の１１―６ ……………………………

２０５
―

―



改 正 後

（特定事業とその他の事業とに共通して使用される事業基盤強化設備）

６８の１２―７ ……………………………

…………………措置法第６８条の１２第１項…………………

	注 同項第６号ロに規定する事業とその他の事業とを営む連結法人が事業基

盤強化設備をそれぞれの事業の用に共通して使用している場合の同条の適

用についても、同様とする。

（貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与）

６８の１２―８ ……………………………

	注 ……………………………

…………………措置法第６８条の１２第１項…………………

（附属機器等の同時設置の意義）

６８の１２―９ 措置法令第３９条の４２第５項の機械及び装置並びに器具及び備品に

係る平成９年９月１２日付大蔵省告示第２２１号の別表において…………………

（総収入金額）

６８の１２―９の２ 連結法人の当該連結事業年度開始の日前１年以内に開始した

各連結事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該

事業年度）における試験研究費割合（措置法令第３９条の４２第９項に定める割

合をいう。以下６８の１２―９の３において同じ。）の計算の基礎となる同項に

規定する総収入金額（以下６８の１２―９の３において「総収入金額」という。）

とは、同項に規定する試験研究費の額に充てるため他の者（その連結法人と

の間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含む。）から支払を受ける金

改 正 前

（特定事業とその他の事業とに共通して使用される事業基盤強化設備）

６８の１１―７ ……………………………

…………………措置法第６８条の１１第１項…………………

（貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与）

６８の１１―８ ……………………………

	注 ……………………………

…………………措置法第６８条の１１第１項…………………

（附属機器等の同時設置の意義）

６８の１１―９ 措置法令第３９条の４１第５項第２号の器具及び備品又は同条第８項

の機械及び装置並びに器具及び備品に係る平成９年９月１２日付大蔵省告示第

２２１号の別表一及び二において…………………

（新 設）

２０６
―

―



額及びこの通達において特別の定めのあるものを除き、当該連結事業年度に

おいて益金の額に算入されるべき収入金額（固定資産又は有価証券の譲渡に

係るもの及び合併又は分割による移転に係るものを除く。）の合計額をいう

ものとする。

（内部取引による益金の額の総収入金額からの除外）

６８の１２―９の３ 試験研究費割合を計算する場合において、準備金勘定又は引

当金勘定の取崩しによる益金算入額、措置法第６８条の７８第４項又は第１２項の

規定による買換資産を事業の用に供しない場合等の益金算入額及び法第８１条

の３第１項の規定により同項の個別益金額を計算する場合の法第４８条等の規

定による特別勘定の益金算入額並びに資産の評価換えによる益金等の内部取

引に関する益金の額は、総収入金額に算入しないものとする。

（固定資産又は有価証券の譲渡に係る収入金額）

６８の１２―９の４ 措置法令第３９条の４２第９項に規定する固定資産又は有価証券

の譲渡に係る収入金額には、次のものが含まれるものとする。

	１ 法第５０条第１項に規定する取得資産の価額（当該取得資産とともに取得

した令第９２条第２項第１号に規定する交換差金等の金額を含む。）

	２ 措置法第６８条の７０第１項若しくは第６８条の７２第１項に規定する補償金若

しくは清算金（収用等の対価に該当するものに限る。）の金額又は代替資

産若しくは交換取得資産の価額

	３ 措置法第６８条の８０の規定により、交換の日におけるその資産の価額に相

当する金額をもって譲渡したものとみなされる同条第１項に規定する交換

譲渡資産の価額

	４ 借地権の譲渡対価の額

	５ 令第１３８条第１項の規定に該当する場合における借地権の設定等に伴っ

て収受する権利金等の金額

（新 設）

（新 設）

２０７
―

―



改 正 後

	６ 措置法第６８条の８６第１項に規定する特定共同出資により取得した株式又

は出資のうち、現物出資をした固定資産及び有価証券に係るものの取得の

時における価額の合計額

	注１ 法第４７条第１項に規定する保険金等の金額は、固定資産の譲渡に係る

収入金額に含まれない。

２ 不動産売買業を営む連結法人の有する土地又は建物であっても、当該

連結法人が使用し若しくは他に貸し付けているもの（販売の目的で所有

しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。）

又は当該連結法人が使用することを予定して長期間にわたり所有してい

ることが明らかなものは、固定資産に該当する。

（試験研究費の額の範囲）

６８の１２―９の５ 措置法令第３９条の４２第９項に規定する試験研究費の額には、

その試験研究費に充てるため他の者（その連結法人との間に連結完全支配関

係がある他の連結法人を含む。）から支払を受ける金額は含まれないことに

留意する。

	注 試験研究費の額の計算に当たっては、６８の９―４の取扱いは適用しない。

（事業基盤強化設備の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算）

６８の１２―１０ 連結法人が措置法第６８条の１２第１項…………………６８の１２―１０…

………………措置法第６８条の１２第２項…………………

（物品賃貸業の意義）

６８の１２―１１ 措置法第６８条の１２第３項…………………

	注 ……………………………

改 正 前

（新 設）

（事業基盤強化設備の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算）

６８の１１―１０ 連結法人が措置法第６８条の１１第１項…………………６８の１１―１０…

………………措置法第６８条の１１第２項…………………

（物品賃貸業の意義）

６８の１１―１１ 措置法第６８条の１１第３項…………………

	注 ……………………………

２０８
―

―



（特殊の減価償却資産の耐用年数）

６８の１２―１２ リース契約（措置法令第３９条の４２第１４項第１号…………………

（リース費用の均等支払の判定）

６８の１２―１３ ……………………………

…………………措置法令第３９条の４２第１４項第３号…………………

（リース費用に含まれない費用）

６８の１２―１４ 措置法令第３９条の４２第１５項…………………

（税額控除の適用を受けた連結法人の意義）

６８の１２―１５ 措置法第６８条の１２第６項に規定する「第３項の規定（……）の適

用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人」には、…………

………

（特定機械等のリース税額控除等の取扱いの準用）

６８の１２―１６ ６８の１１―１６及び６８の１１―１７の取扱いは、措置法第６８条の１２第３項

の規定の適用について準用する。

（廃 止）

（特殊の減価償却資産の耐用年数）

６８の１１―１２ リース契約（措置法令第３９条の４１第１４項第１号…………………

（リース費用の均等支払の判定）

６８の１１―１３ ……………………………

…………………措置法令第３９条の４１第１４項第３号…………………

（リース費用に含まれない費用）

６８の１１―１４ 措置法令第３９条の４１第１５項…………………

（税額控除の適用を受けた連結法人の意義）

６８の１１―１５ 措置法第６８条の１１第６項に規定する「これらの規定の適用を受け

た連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある当該適用に

係る連結子法人」には、…………………

（分社型分割等により移転した事業基盤強化設備のリース税額控除）

６８の１１―１６ 措置法第６８条の１１第３項の規定は、賃借をした事業基盤強化設備

を特定事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き当該特

定事業の用に供した場合に限り適用があるのであるから、連結法人である分

割法人等（分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。）が特定事業

の用に供した日を含む連結事業年度において分社型分割等（分社型分割、現

物出資又は事後設立をいう。）により当該事業基盤強化設備を移転した場合

には、同項の規定の適用はないのであるから留意する。

（合併法人等における取戻し課税の不適用）

６８の１１―１７ 連結法人である合併法人等（合併法人、分割承継法人、被現物出

資法人又は被事後設立法人をいう。以下同じ。）が合併等（合併、分割、現

２０９
―

―



七 第６８条の１２事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除�関係

改 正 後

（解散の日を含む連結事業年度の意義）

６８の１２―１７ 措置法第６８条の１２第８項…………………

（申告に係るその控除を受けるべき金額）

６８の１２―１８ 措置法第６８条の１２第１０項及び第１１項…………………

改 正 後

（廃 止）

改 正 前

物出資又は事後設立をいう。以下同じ。）により措置法第６８条の１１第３項の

規定（同法第４２条の７第３項の規定を含む。）の適用を受けた事業基盤強化

設備の移転を受けた場合において、当該合併法人等が当該事業基盤強化設備

を特定事業の用に供しなくなったときは、当該合併等に係る被合併法人等

（被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人をいう。）において

措置法第６８条の１１第６項の規定（同法第４２条の７第６項の規定を含む。）に

よる取戻し課税の適用がないときであっても、当該合併法人等については措

置法第６８条の１１第６項の規定の適用はないのであるから留意する。

	注 例えば、非適格現物出資又は非適格事後設立により当該事業基盤強化設

備を移転したことにより特定事業の用に供しなくなった場合であっても、

措置法令第３９条の４１第１９項第１号又は第５号に掲げる事実が生じたことに

よるときは、取戻し課税の適用がないことに留意する。

（解散の日を含む連結事業年度の意義）

６８の１１―１８ 措置法第６８条の１１第７項…………………

（申告に係るその控除を受けるべき金額）

６８の１１―１９ 措置法第６８条の１１第９項及び第１０項…………………

改 正 前

第６８条の１２事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額

の特別控除�関係

２１０
―

―



（廃 止）

（廃 止）

（廃 止）

（廃 止）

（連結事業年度の中途において特別中小連結法人に該当しなくなった場合の適

用）

６８の１２―１ 連結法人が各連結事業年度の中途において措置法第６８条の１２第１

項に規定する特別中小連結親法人又は特別中小連結子法人（以下「特別中小

連結法人」という。）に該当しないこととなった場合においても、その該当

しないこととなった日前に取得若しくは製作（以下「取得等」という。）を

して事業の用に供した同項に規定する特定事業化設備等又は賃借をして事業

の用に供した措置法令第３９条の４２第９項に規定する事業化設備等（事業の用

に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供して

いるものに限る。）については、措置法第６８条の１２第１項から第３項までの

規定の適用があることに留意する。

（取得価額の判定単位）

６８の１２―２ 措置法令第３９条の４２第２項に規定する機械及び装置の１台又は１

基の取得価額が２８０万円以上であるかどうかについては、個々の機械及び装

置ごとに判定することに留意する。

（圧縮記帳をした事業化設備等の取得価額）

６８の１２―３ 措置法令第３９条の４２第２項に規定する機械及び装置の取得価額が

２８０万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置が

法第８１条の３第１項の規定により同項の個別損金額を計算する場合の法第４２

条から第４９条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、

その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。

（特定事業とその他の事業とに共通して使用される事業化設備等）

６８の１２―４ 措置法第６８条の１２第１項第２号に規定する事業（以下６８の１２―４

において「特定事業」という。）とその他の事業とを営む連結法人が、その

２１１
―

―



改 正 後

（廃 止）

（廃 止）

（廃 止）

改 正 前

取得等をした事業化設備等（同項に規定する事業化設備等をいう。以下同じ。）

をそれぞれの事業に共通して使用している場合には、その全部を特定事業の

用に供したものとして同条の規定を適用する。

（貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与）

６８の１２―５ 特別中小連結法人である連結法人が、その取得等又は賃借をした

事業化設備等を自己の下請業者に貸与した場合において、当該事業化設備等

が専ら当該連結法人のためにする製品の加工等の用に供されるものであると

きは、当該事業化設備等は当該連結法人の営む事業の用に供したものとして

取り扱う。

	注 物品賃貸業を営む連結法人は、貸付けの用に供した事業化設備等につき

措置法第６８条の１２第１項から第３項までの規定の適用を受けることができ

ないことに留意する。

（事業基盤強化設備の特別償却等との重複適用の排除）

６８の１２―６ 連結法人が、その有する措置法第６８条の１１第１項に規定する事業

基盤強化設備の全部又は一部につき同項の規定（同項に係る措置法第６８条の

４１第１項の規定を含む。）又は措置法第６８条の１１第２項から第４項までの規

定の適用を受ける場合には、当該適用を受ける連結事業年度において当該連

結法人が有する事業化設備等のすべてについて措置法第６８条の１２第１項から

第４項までの規定を適用することができないことに留意する。

（総収入金額）

６８の１２―７ 連結法人の当該連結事業年度開始の日前１年以内に開始した各連

結事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業

２１２
―

―



（廃 止）

（廃 止）

年度）における試験研究費割合（措置法令第３９条の４２第４項に定める割合を

いう。以下６８の１２―８において同じ。）の計算の基礎となる同項に規定する

総収入金額（以下６８の１２―８において「総収入金額」という。）とは、同項

に規定する試験研究費の額に充てるため他の者（その連結法人との間に連結

完全支配関係がある他の連結法人を含む。）から支払を受ける金額及びこの

通達において特別の定めのあるものを除き、当該連結事業年度において益金

の額に算入されるべき収入金額（固定資産又は有価証券の譲渡に係るもの及

び合併又は分割による移転に係るものを除く。）の合計額をいうものとする。

（内部取引による益金の額の総収入金額からの除外）

６８の１２―８ 試験研究費割合を計算する場合において、準備金勘定又は引当金

勘定の取崩しによる益金算入額、措置法第６８条の７８第４項又は第１２項の規定

による買換資産を事業の用に供しない場合等の益金算入額及び法第８１条の３

第１項の規定により同項の個別益金額を計算する場合の法第４８条等の規定に

よる特別勘定の益金算入額並びに資産の評価換えによる益金等の内部取引に

関する益金の額は、総収入金額に算入しないものとする。

（固定資産又は有価証券の譲渡に係る収入金額）

６８の１２―９ 措置法令第３９条の４２第４項に規定する固定資産又は有価証券の譲

渡に係る収入金額には、次のものが含まれるものとする。

	１ 法第５０条第１項に規定する取得資産の価額（当該取得資産とともに取得

した令第９２条第２項第１号に規定する交換差金等の金額を含む。）

	２ 措置法第６８条の７０第１項若しくは第６８条の７２第１項に規定する補償金若

しくは清算金（収用等の対価に該当するものに限る。）の金額又は代替資

産若しくは交換取得資産の価額

	３ 措置法第６８条の８０の規定により、交換の日におけるその資産の価額に相

当する金額をもって譲渡したものとみなされる同条第１項に規定する交換

２１３
―

―



改 正 後

（廃 止）

（廃 止）

改 正 前

譲渡資産の価額

	４ 借地権の譲渡対価の額

	５ 令第１３８条第１項の規定に該当する場合における借地権の設定等に伴っ

て収受する権利金等の金額

	６ 措置法第６８条の８６第１項に規定する特定共同出資により取得した株式

（出資を含む。）のうち、現物出資をした固定資産及び有価証券に係るもの

の取得の時における価額の合計額

	注１ 法第４７条第１項に規定する保険金等の金額は、固定資産の譲渡に係る

収入金額に含まれない。

２ 不動産売買業を営む連結法人の有する土地又は建物であっても、当該

連結法人が使用し若しくは他に貸し付けているもの（販売の目的で所有

しているもので一時的に使用し又は他に貸し付けているものを除く。）

又は当該連結法人が使用することを予定して長期間にわたり所有してい

ることが明らかなものは、固定資産に該当する。

（試験研究費の額の範囲）

６８の１２―１０ 措置法令第３９条の４２第４項に規定する試験研究費の額には、その

試験研究費に充てるため他の者（その連結法人との間に連結完全支配関係が

ある他の連結法人を含む。）から支払を受ける金額は含まれないことに留意

する。

	注 試験研究費の額の計算に当たっては、６８の９―４の取扱いは適用しない。

（事業化設備等の対価につき値引きがあった場合の税額控除限度額の計算）

６８の１２―１１ 連結法人が措置法第６８条の１２第１項（同法第４２条の８第１項を含

む。）に規定する特定事業化設備等を事業の用に供した日を含む連結事業年

２１４
―

―



（廃 止）

（廃 止）

（廃 止）

（廃 止）

度（その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度。以

下６８の１２―１１において「供用年度」という。）後の連結事業年度において当

該特定事業化設備等の対価の額につき値引きがあった場合には、供用年度に

さかのぼって当該値引きのあった特定事業化設備等に係る措置法第６８条の１２

第２項（同法第４２条の８第２項を含む。）に規定する税額控除限度額の修正

を行うものとする。

（事業基盤強化設備のリース税額控除等の取扱いの準用）

６８の１２―１２ ６８の１１―１６及び６８の１１―１７の取扱いは、措置法第６８条の１２第３項

の規定の適用について準用する。

（物品賃貸業の意義）

６８の１２―１３ 措置法第６８条の１２第３項に規定する物品賃貸業とは、不特定又は

多数の者に対し相当の対価を得て継続的に物品の賃貸を行う事業をいう。

	注 同項に規定する物品賃貸業は、法人又は個人が主たる事業としてその事

業を営んでいるかどうかを問わないことに留意する。

（特殊の減価償却資産の耐用年数）

６８の１２―１４ リース契約（措置法令第３９条の４２第８項第１号に規定するリース

契約をいう。以下６８の１２―１６までにおいて同じ。）に係る事業化設備等が、

耐用年数省令別表第五から別表第八までに掲げる減価償却資産のいずれかに

該当するもの又は令第５７条の規定による耐用年数の短縮の承認を受けたもの

である場合には、これらの別表に掲げる耐用年数又はその承認に係る年数を

基礎として当該事業化設備等のリース契約が同号の要件に該当するかどうか

を判定することに留意する。

（リース費用の均等支払の判定）

２１５
―

―



改 正 後

（廃 止）

（廃 止）

改 正 前

６８の１２―１５ 事業化設備等に係るリース契約の締結に当たってその契約の履行

を担保するための保証金等を支払うこととされている場合において、その金

額がリース契約の締結に当たって通常授受される程度のものであるときは、

当該保証金等がリース契約期間終了直前の一定期間のリース料等に充当する

こととされているときであっても、当該リース契約が措置法令第３９条の４２第

８項第３号の要件に該当するかどうかは、その保証金等の支払がないものと

して判定したところによることができるものとする。

（リース費用に含まれない費用）

６８の１２―１６ 措置法令第３９条の４２第９項に規定する「政令で定める費用の総額」

には、その賃借する事業化設備等に係るソフトウエアの費用（当該事業化設

備等に組み込まれているいわゆる基本ソフトウエアに係るものを除く。）、リ

ース契約に基づく賃借料とは別に支払う当該事業化設備等の引取運賃等は含

まれないことに留意する。

（税額控除の適用を受けた連結法人の意義）

６８の１２―１７ 措置法第６８条の１２第６項に規定する「これらの規定の適用を受け

た連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある当該適用に

係る連結子法人」には、当該連結事業年度（その事業年度が連結事業年度に

該当しない場合には、当該事業年度）においては同条第３項の規定（同法第

４２条の８第３項の規定を含む。）による税額控除を実施していないが、当該

税額控除に関する明細書においてリース税額控除限度額の計算を行い、その

金額を繰越税額控除限度超過額として記載している連結法人が含まれること

に留意する。

２１６
―

―



八 第６８条の１３沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除�関係

（廃 止）

（廃 止）

改 正 後

（解散の日を含む連結事業年度の意義）

６８の１３―１２ 措置法第６８条の１３第５項…………………

（申告に係るその控除を受けるべき金額）

６８の１３―１３ 措置法第６８条の１３第６項及び第７項…………………

（解散の日を含む連結事業年度の意義）

６８の１２―１８ 措置法第６８条の１２第７項の規定により同条第１項から第４項まで

及び第６項の規定の適用がない連結法人は、これらの規定を適用しようとす

る連結事業年度において合併以外の事由により解散した連結親法人及び合併

以外の事由により連結事業年度終了の日に解散した連結子法人に限られるこ

とに留意する。したがって、連結子法人の解散（合併による解散を除く。）

の日を含む連結事業年度においては、当該連結子法人以外の連結法人は、こ

れらの規定の適用を受けることができる。

（申告に係るその控除を受けるべき金額）

６８の１２―１９ 措置法第６８条の１２第９項及び第１０項に規定する「当該申告に係る

その控除を受けるべき金額」の意義については、６８の９―１３の取扱いを準用

する。

改 正 前

（解散の日を含む連結事業年度の意義）

６８の１３―１２ 措置法第６８条の１３第４項…………………

（申告に係るその控除を受けるべき金額）

６８の１３―１３ 措置法第６８条の１３第５項及び第６項…………………

２１７
―

―


